
県立高等学校における物損事故に係る和解について

１ 事故の概要等

（１）発生年月日

令和７年３月２６日（水）午後３時頃

（２）発生場所

白石市郡山字鹿野４３

白石工業高等学校 総合実習棟北側 職員駐車場

（３）事故の概要

上記日時場所において、白石工業高等学校総合実習棟の軒天

の一部が強風により飛散した際に、同校職員の自家用車に接触

し、当該車両を損傷させたもの

２ 和解の内容等

（１）和解の相手方 個人

（２）和解の内容

ア 内 容 示談

イ 損害賠償額

個人（ア） ７５２，７８５円

個人（イ） １２１，２０８円

個人（ウ） ２５３，７２６円

個人（エ） ８１，４２２円

個人（オ） １，１２３，７４９円

合計 ２，３３２，８９０円

ウ 和解の内容 県は相手方に上記損害賠償額を支払うことと

し、相手方はその余の請求を放棄する

３ 知事専決処分年月日（個人（ア）から（エ）までに関わる和解）

令和８年１月２３日

４ 議決年月日（個人（オ）に関わる和解）

令和８年３月１８日

５ 示談年月日

個人（ア）から（エ）まで 令和８年１月２７日

個人（オ） 令和８年３月１８日
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